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411人が飛躍の誓 い主
な
内
容

P 211廿紀高萩ヴィジョン
2～3 「戸長スの霞シティ～‘ 「こころの里シティ」構想

P5 今年から
所得税と住民税が変わります

P12 遠いようで近い国一キルギス

’
3人(＋1
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i 計32,384人(-12） 世帯数11,759帯(-12）
男15,843人（

女16,541人（
●市の人口と世帯（ ）内前月比平成19年1月1日現在
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21世紀はこころの時代といわれています。
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て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
高
萩
市
を
４
つ
の
ゾ
ー

ン
に
分
け
て
、
ゾ
ー
ン
ご
と
に
地

域
の
特
性
を
生
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ

に
合
っ
た
事
業
を
し
て
い
く
も
の

で
す
・
４
つ
の
ゾ
ー
ン
と
は
、
「
里

山
」
、
「
里
浜
」
、
「
文
化
の
里
」
、

「
暮
ら
し
の
里
」
で
す
。

一
つ
目
の
ゾ
ー
ン
の
「
里
山
」

は
市
の
面
積
の
開
％
を
占
め
ま
す
。

森
林
・
渓
谷
を
は
じ
め
と
し
た
豊

か
な
自
然
資
源
や
小
山
ダ
ム
な
ど

新
し
い
地
域
資
源
が
あ
り
ま
す
。

里
山
で
は
、
そ
こ
に
住
む
人
々
と

の
協
力
の
も
と
、
繋
が
り
を
大
事

に
し
グ
リ
ー
ン
ッ
ー
リ
ズ
ム
・
エ

コ
ッ
ー
リ
ズ
ム
な
ど
に
よ
り
交
流

人
口
の
増
大
を
図
り
、
こ
こ
ろ
の

里
の
ふ
れ
あ
い
拠
点
を
目
指
し
ま

す
．

２
つ
目
は
「
里
浜
」
で
す
。
高

萩
に
は
「
日
本
の
渚
百
選
」
に
選

ば
れ
た
高
戸
小
浜
海
岸
を
始
め
と

す
る
美
し
い
砂
浜
や
海
食
崖
が
あ

り
ま
す
。
夏
に
は
多
く
の
海
水
浴

客
が
訪
れ
、
ビ
ー
チ
バ
レ
ー
、
サ
ー

フ
ィ
ン
な
ど
の
観
光
客
で
に
ぎ
わ

い
ま
す
。
ま
た
、
ハ
マ
ヒ
ル
ガ
オ
、

ハ
マ
ギ
ク
を
始
め
と
す
る
多
く
の

海
浜
植
物
は
、
私
た
ち
の
目
を
楽

し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
．
海
と
浜
辺

の
魅
力
の
拡
大
と
市
民
の
繋
が
り
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創
世
紀

高
萩
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

鐸簿

～
高
萩
再
生

再

ヘ

の
重
点
戦
略
～

重
…､ 葬轄

■
■

を
深
め
、
こ
こ
ろ
の
里
の
安
ら
ぎ

拠
点
を
目
指
し
ま
す
．

３
つ
目
は
「
文
化
の
里
」
。
松

岡
地
区
内
に
残
る
歴
史
的
資
源
や

ま
ち
な
み
を
保
全
す
る
と
と
も
に
、

伝
統
を
継
承
し
て
い
き
ま
す
．
竜

子
山
を
中
心
と
し
穂
積
家
住
宅
や

松
岡
周
辺
の
環
境
を
活
用
し
、
古

の
偉
人
た
ち
や
現
在
活
躍
す
る
人
々

の
業
績
を
後
世
へ
伝
え
、
こ
こ
ろ

の
里
の
文
化
拠
点
を
目
指
し
ま
す
．

最
後
が
「
暮
ら
し
の
里
」
で
す
．

市
民
の
多
く
が
住
む
こ
の
場
所
に

は
、
商
業
・
業
務
機
能
の
集
積
を

促
進
し
、
子
育
て
し
や
す
い
、
高

齢
者
に
優
し
い
と
い
っ
た
暮
ら
し

や
す
い
便
利
な
ま
ち
を
目
指
し
ま

す
．
ま
た
、
多
く
の
恵
み
を
与
え

て
く
れ
る
そ
の
周
辺
地
区
で
は
、

農
地
や
里
山
な
ど
自
然
景
観
と
の

調
和
に
配
慮
し
、
生
産
基
盤
や
居

住
環
境
の
整
備
を
図
り
、
美
し
い

田
園
風
景
の
形
成
に
努
め
、
こ
こ

ろ
の
里
の
に
ぎ
わ
い
拠
点
を
目
指

会
の
創
造
の
３
本
柱
を
軸
に
、
高

萩
市
独
自
の
個
性
を
生
か
し
、
魅

力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
推
進
し
て

い
き
ま
す
。

ブ
ラ
ン
ド
の
育
成
、

し
ま
す
．

高
萩
市
で
は
、

シ
テ
ィ
づ
づ
へ
、
筐

「
こ
こ
ろ
の
里

の
他
に
、
地
域

生
涯
現
役
社
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た
､瀞宇 呼誹燕
な

炭化方式って何？

市
の
長
年
の
懸
案
事
項
で
あ
る
ご
み
処
理
施
設
の
整
備
に

つ
い
て
は
、
可
燃
ご
み
を
炭
化
さ
せ
、
燃
料
と
し
て
資
源
化

す
る
こ
と
の
で
き
る
炭
化
方
式
を
採
用
し
、
平
成
塊
年
４
月

の
稼
動
を
目
指
し
て
施
設
整
備
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
．
こ
の
ゴ
ミ
の
炭
化
方
式
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

ごみの炭化処理方式とは、下の図の工程のとおり、生ゴミや紙ごみなどの

可燃ごみを無酸素状態で蒸し焼きにし炭化物を作る方式です。焼却方式と違っ

て、炭化物を製造することで、ごみを資源に変えることができます

非ガス

員拡散）炭化施設 余熱空気

「一一一員一一＝ー一--弓 ﾀﾞｲｵｷｼﾝの発生を防ぐ

])ごみの受入’貯留

ごみの受ﾙ貯留 ” ”化物の“ 燃辨謡§雛！

』…-…一…&脅蕊謡
⑤炭化物の選別，回収

水処理. -．－．－．仁 冷却機－し選別機
設備 、

1 1

令却機－し選別機

恥排ガス処理 婚

可燃ごみ

可燃性粗大こ …震総置やr;煙突
| " r

⑥炭化物の洗浄・貯留

出 噌

-．レ嶬素→貯留槽
圭7王

’
一

l !

l 1
＋ I↓ ▼ ’

熱
跡

一こみ
排水 残さ ， 飛灰固化物 i

”･…････今ガス （河川放流） （最終処分)， （最終処分） ．
一一-し余熱空気 ↓ ↓

鉄－．－．畦資源物 炭化物
一一〉残さ､排水等

（資源化）
アルミ （資源化）

※収集車の洗浄や事務所から発生する排水の処理については、水処理設備によっ

て排水基準を満足させ放流する予定です。 謎
ー

環境衛生課
容23－70〈

名
暉

炭化方式を選んだ理由は？新たなごみ処理システム
繊

ごみ処理については、焼却方式や堆肥化方式、 メタン

発酵方式など様々な方式が採用されておりますが、 これ

らを比較検討し、次の理由から炭化方式を採用すること
としました。

高
萩
市
単
独
で
、
市
内
の
家
庭
等
か
ら
発
生
す
る
ご
み
を
処
理
す
る
た
め
、

炭
化
施
設
と
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
を
核
と
す
る
新
た
な
ご
み
処
理
シ
ス
テ

ム
の
構
築
を
推
進
し
ま
す
。

（
分
卸
）

可
燃
ご
み
－
１
１

再生資源

※
不
燃
ご
み
の
う
ち
資
源
と
な
ら
な
い
ビ
’
’
１
ル
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
新

施
設
稼
動
後
、
可
燃
ご
み
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

粗
大
ご
み

コストの安い順に｢炭化十堆肥化方式｣、 「炭①
． 化方式｣、 「焼却方式｣、 「炭化十メタン発酵方L一

ス 式」となります。 しかしながら「炭化十堆肥

卜 化方式」は、堆肥生産三が年間400トンにのほ
比 り、市内の年間消費量200トンの状況の中~では 歪 鐙

リ
サ
イ
ク
ル
施
設

（
簡
易
選
別
の
み
）

較 ｜残念ながら選択が困難です。炭
化
施
設

一
可
燃
性
粗
大
ご
み

中
間
処
理

ノ 農

識

焼却方式は、埋め立てごみを半減させると

②
環
境
比

いう最終処分率が国の目標値を達成できませ

ん。温室効果の原因となる二酸化炭素の排出
量は、炭化方式は焼却方式より多くなります

が、炭化物の受け入れ先企業の化石燃料使用
量を肖'l減させ、地域社会全体からみると温暖

化の原因となる化石燃料の消費を肖|l減します。

》
鍵

資
源
品

不
燃
ご
み
・
不
燃
性
粗
士

炭
化
物

残
さ
…

有
害
ご
みー

民
間
業
者
に
委
罫

こ
み
‐
リ
サ
イ
ク
ル
残
大

（
資
源
化

覚
源
化

頁
源
化 較 ｜なお、ダイオキシン類の影響は、いずれの方

｜式でも厳しい基準に適合しております。

焼却方式は、最も稼動実績が多く安定稼動

に信頼がおけます。炭化方式は全国で5箇所

の実績ですが、処理能力、環境配慮、維持管
理など問題なく稼動していることを確認して
おります。

③
安
定
稼
動

性
比
較

１
１
民 民

間
業
者
に
委
託

問
業
者
に
委
託

（
最
終
処
分
）

’
炭化方式は国が目指す循環型社会形成を推進するものです。施設
整備は、市の財政負担を軽減するため｢国の循環型社会形成推進交
付金」を活用します。

循環型社会を目指して る現在、バイオマスや廃棄物由来の炭素を利用しエネ

ルギーの有効利用をすることが世界のトレンドとなっ

ています。環境省も、循環型社会形成に向けたエネル

ギー回収施設として炭化施設の優位!|生を認めている施

設です。本市においても、炭化施設及びリサイクル施

設を活用し資源の有効利用に努めていきます。

ごみから製造される炭化物は用途が限定されている

面もありますが、セメント製造時の燃料や原料として

利用できることが確認されています。そのほかにも鉄

鋼副資材や重油と混合させることにより、液体燃料に

加工することも可能であり、将来石油の代わりとなる

可能|生を秘めています。資源の枯渇が問題となってい

4



雛り認‘税
源
移

信
司

～税源移譲と税制改正のポイント～
税務課盃23－21 1 5

「税源移讓」とは国から地方へ税源を移すことで、具体的には所得税(国税)と住民

税(地方税)の税率等を変えることによって国の税収が減り、地方の税収が増えること
税源移讓の前後で

讓 熱憩鱸蕊醗騨雛騨:b戴酬』
醗塞催|税源移譲について 『何がどう変わるの‘
＃“
…
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改正後(平成19年分から適用）

課税所得額!'職1;■J1T樋埣
い:195万円以下# 製I；＆ 険職蕊; 5％＃
金 ． 、

" "患…誉息¥
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登吉 竃

695万円以下 』 ：20％
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※個々の納税者の負担合計額は同じ

『税負担は変わるの？』
ほとんどの人は、住民税が上がっても所得税の税率が下がります。また、住民税と所得税

では人的控除(扶養・配偶者など）の額に差がありますが、 この差に対応した減額措値なども

講じられるため、税源移讓の前後で納税者の負担額は、基本的に変わりません。

得
税
の
合
計
額
）
．
”
は
変
わ
り
ま
せ
ん
・
」

事
業
所
得
者
（
営
業
等
個
農
業
）
な
ど
で
差
）

質
的
な
負
担
増
）
・
鮒
“
・
埒
，
、
《
“
〃
“
㈱
“
“
端
・
・
・
・
・
、
が
‐
・
“

「いつから変わるの？』

所得税は平成19年分から、住民税は平成19年度からです。

例として、①給与所得者(サラリーマン)は所得税の減少は平成19年1月分から、住民税の増

加は平成19年6月分から実施されますので、税源移讓の影響は税負担の減少が先行されます。

一方、②事業所得者(営業等。農業)の場合|主、住民税の増加は平成19年6月分から、所得税
ー

の減少は平成20年3月の確定申告からの実施となりますので、税負担の増加が先行されます。

’ 税制改正について 『定率減税の廃止」

景気対策の一環として行なわれてきた定率減税が平成19年度分から廃止されます。住民税

については、平成18年度は税額の75%(最大2万円)を減税していましたが、その分の住民税

が増えることになります。また、所得税についても平成18年分は税額の10%(最大12万5千円）

を減税していましたが、平成19年分から廃止されます。

『住民税の老年者に対する非課税措置が廃止され経過措置がとられています」

平成17年1月1日時点で65歳以上の人（昭和15年1月2日以前生まれ）で、前年の合計所

得金額が125万円以下の人は平成17年度まで住民税が非課税でした。

しかし、年齢にかかわらず公平に負担を分かち合うという観点から、 この制度が平成18年

度で廃止され、現役世代と同様の制度が適用されました。ただし、税負担を緩和するための
-句

経過措置がとられています。 （下表）

この経過措置は昭和15年1月2日以前生まれの人が対象です

---～‐ ｜ 平成17年度 経過措置

○平成18年度…税額の3分の2を減額

○平成19年度…税額の3分の1を減額

○平成20年度以降…全額負担

合計所得金額が

125万円以下の

人は非課税

住民税
‐

5

改正後(平成19年度課税か■ら適用）
鷺 4税所得額 市民税率 民税率
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4％

これまで

課税所得額 市民税率 県民税率

200万円以下

700万円以T

70()万円超え

q（
u

89
ノ
０

10％

二れまて

課税所得額

}3()万円以下

イ、' 言一

木岬 と塗さ
しﾉ目 l

10％

9()0万円以下

1800万円以下

1800万円超え

3()％

379


